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税
金
・
保
険
・
年
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
減
収
を
事
由
と
す

る
国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎  

内
線
3
1
1
1
〜
3
1
1
6

　

令
和
２
年
２
月
以
降
に
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
収
入
が
減
少
し
て
い
る
場
合

は
、臨
時
特
例
措
置
と
し
て
、簡
易

な
所
得
見
込
額
の
申
立
書
を
添
付

す
る
こ
と
で
国
民
年
金
保
険
料
免

除
申
請
が
可
能
で
す
。詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
日
本
年

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、市
民
課
国
民
年
金
係
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
係
る
国
民
健
康
保
険
傷

病
手
当
金
の
支
給

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
3
7
1
3

　

適
用
期
間
が
９
月
30
日（
木
）に

延
長
さ
れ
ま
し
た
。

●
支
給
対
象
者

①
浦
添
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
感
染
し
た
、ま
た
は
発
熱
等
の
症

状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
て
仕
事

が
で
き
な
か
っ
た
人（
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
人
に
限
る
）

③
仕
事
が
で
き
な
い
期
間
に
対
す

る
給
与
の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な

い
人

●
支
給
対
象
期
間　
就
労
が
で
き

な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
４

日
目
以
降
就
労
が
で
き
な
い
期
間

●
支
給
額　
（
直
近
の
継
続
し
た
３

月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
÷
就

労
日
数
）×
⅔
  ×
日
数（
就
労
に
服

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

-

３

日
間
）

●
適
用
期
間　
令
和
２
年
１
月
１

日
か
ら
令
和
３
年
９
月
30
日
の
間

で
療
養
の
た
め
、労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
期
間（
た
だ
し
、入

院
が
継
続
す
る
場
合
等
は
最
長
１

年
６
月
ま
で
）

令
和
3
年
度
「
国
民
健
康
保

険
税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
」第
2
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
3
7
1
2・3
7
1
7
〜

3
7
2
2

　

令
和
3
年
度
「
国
民
健
康
保
険

税
」お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
」第
2
期
の
納
期
限
は
8
月
31

日
（
火
）で
す
。納
め
忘
れ
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。　

令
和
３
年
度
は
介
護
保
険
料

の
見
直
し
の
年
で
す
！

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

内
線
3
5
8
3

■
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

介
護
保
険
料
は
３
年
ご
と
に
設

定
さ
れ
ま
す
。市
の
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
に
必
要
な
費
用
か
ら
算
出
し
、

所
得
に
応
じ
て
段
階
的
に
決
め
ら

れ
ま
す
。令
和
５
年
度
ま
で
の
保
険

料
は
下
図
の
と
お
り
で
す
。

■
介
護
保
険
制
度
の
し
く
み

　

介
護
保
険
は
、国
や
都
道
府
県
、

市
町
村
が
負
担
す
る「
公
費
」と
、40

歳
以
上
の
人
が
納
め
る「
保
険
料
」

を
財
源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。浦
添
市
が
保
険
者
と
な
っ
て
運

営
し
、40
歳
以
上
の
人
は
、加
入
者

（
被
保
険
者
）と
な
っ
て
保
険
料
を

納
め
、介
護
が
必
要
と
認
定
さ
れ
た

と
き
に
費
用
の
一
部
を
支
払
っ
て

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
し
く
み

で
す
。

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

介
護
保
険
料
の
猶
予・減
免

　

第
１
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
の

人
）で
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
な
ど
の
影
響
に
よ
り
収
入
が

減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、介
護
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、介

護
保
険
料
の
納
付
の
猶
予
、ま
た
は

減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

介
護
予
防
教
室
参
加
者
募
集

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  

内
線
３
５
３
１
〜
３
５
３
４

9
月
か
ら
介
護
予
防
教
室
を
開

催
し
ま
す
。教
室
に
よ
り
、開
催
日

時
や
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

②
投
て
き
競
技

10
月
９
日（
土
）午
前
９
時
30
分
か
ら

場
所　
沖
縄
県
総
合
運
動
公
園
陸

上
競
技
場

※
大
会
前
に
、選
手
達
を
激
励
す
る

た
め
、結
団
式
を
行
い
ま
す
。

選
手
団
結
団
式（
予
定
）

日
時　
９
月
29
日（
水
）午
後
７
時

か
ら

場
所　
本
庁
舎
９
階
講
堂

５
月
１
日
か
ら
燃
え
る
ご
み

袋（
取
っ
手
付
）大・小
を
販
売

し
て
い
ま
す
。

問
環
境
保
全
課

☎（
8
7
6
）1
2
5
0

　

結
び
や
す
く
持
ち
や
す
い
取
っ

手
付
き
ご
み
袋（
中
）に
引
き
続
き
、

（
大
）・（
小
）の
販
売
を
開
始
し
て
い

ま
す
。こ
れ
ま
で
の
平
型
タ
イ
プ
と

内
容
量
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

料
金【
大
】２
７
０
円（
10
枚
入
り
）

　
　
【
中
】２
２
０
円（
10
枚
入
り
）

　
　
【
小
】１
６
０
円（
10
枚
入
り
）

　

販
売
店
に
つ
い
て
は
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
の
確
認
、ま
た
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

資
格
者
証
を
提
示
し
て
受
診
し
た

医
療
費
は
、市
役
所
窓
口
で
の
申
請

は
不
要
で
す
。

②
市
役
所
窓
口
で
の
申
請

　

領
収
書
は
診
療
翌
月
か
ら
１
年

以
内
の
も
の
が
有
効
で
す
。

　

自
動
償
還
に
対
応
し
て
い
な
い

医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合
や
、入

院
時
の
居
住
費
、訪
問
看
護
、は
り
・

き
ゅ
う
・
あ
ん
ま
・
整
骨
院
を
利
用

し
た
場
合
等
は
、市
役
所
窓
口
で
の

申
請
が
必
要
で
す
。

受
給
資
格
者
証
の
更
新

　

現
在
、受
給
中
の
人
に
は
、新
し

い
受
給
資
格
者
証（
そ
ら
色
）を
郵

送
し
て
い
ま
す
。ま
だ
届
い
て
い
な

い
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度
沖
縄
県
身
体
障

害
者
ス
ポ
ー
ツ
競
技
会

問
障
が
い
福
祉
課

☎   

内
線
３
５
６
５

問
浦
添
市
身
体
障
が
い
者
福
祉

協
会

☎  （
８
７
９
）７
５
６
５

　

沖
縄
県
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
規
模
を
縮
小
し
、代
替
大
会

と
し
て
、ス
ポ
ー
ツ
を
継
続
し
て
行

っ
て
い
る
選
手
の
力
を
発
揮
す
る

場
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

　

卓
球
競
技
・
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
競

技
・
フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
競
技
・

水
泳
競
技
・
陸
上
競
技
が
行
わ
れ
ま

す
。無
観
客
開
催
で
す
。各
日
程
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

陸
上
競
技
開
催
日

①
競
争
競
技

10
月
８
日（
金
）午
前
９
時
30
分
か
ら

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の

人
で
、介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
、初
め
て
の
人
を
優
先
。

申
込
方
法　
い
き
い
き
高
齢
支
援

課
へ
電
話
で
予
約
後
、窓
口
で
申
込

書
を
記
入
。

　

各
教
室
定
員
に
達
し
次
第
受
け

付
け
終
了
し
ま
す
。ま
た
、筋
ト
レ
・

水
中
運
動
教
室
は
、教
室
参
加
の
前

に
実
施
す
る
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

【
生
き
い
き
貯
筋
く
ら
ぶ（
筋
ト
レ
）】

期
間　
２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用
１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所　
メ
デ
ィ
カ
ル
ジ
ムV

IV
ID

【
い
ま
い
ゆ
ク
ラ
ブ（
水
中
運
動
）】

期
間　
２
か
月
間（
週
２
回
）

費
用
１
か
月
に
つ
き
１
６
０
０
円

場
所　
J
S
S
浦
添
ス
イ
ミ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

重
度
心
身
障
害
者（
児
）医
療
費

助
成

問
障
が
い
福
祉
課

☎  

内
線
３
５
６
５

　

市
内
に
住
所
が
あ
る
人（
た
だ
し

他
市
町
村
か
ら
市
内
施
設
に
入
所

し
て
い
る
人
は
除
く
）、も
し
く
は
、

本
市
か
ら
他
市
町
村
の
施
設
に
入

所
し
て
い
る
人
で
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
の
う
ち
左
記
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

・
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２

※
一
定
の
所
得
制
限
あ
り

助
成
金
の
受
給
方
法

①
自
動
償
還
払
い

　

県
内
の
協
力
医
療
機
関
で
受
給

水
道
の
用
途
確
認

問  

営
業
課

☎（
8
7
7
）8
4
6
0

☎（
8
7
7
）8
4
7
6

　

水
道
料
金
の
単
価
等
は
、水
道
の

使
用
目
的（
用
途
）で
異
な
り
ま
す
。

【
家
事
用
】
主
に
家
庭
用
と
し
て
水

道
を
使
用
す
る
場
合

【
営
業
用
】
営
業
ま
た
は
営
業
に
付

随
す
る
用
に
水
道
を
使
用
す
る
場

合（
会
社
・
店
舗
・
畑
・
工
場
等
）

【
臨
時
用
】
工
事
等（
解
体
含
む
）、

興
行
、売
店
等
短
期
間
臨
時
に
水
道

を
使
用
す
る
場
合

【
連
合
用
】
１
個
の
メ
ー
タ
ー
に
よ

り
家
事
用
２
世
帯
以
上
で
使
用
す

る
場
合（
店
舗
等
は
含
ま
な
い
）。こ

の
基
準
を
満
た
す
場
合
は
、申
請
に

よ
り「
家
事
用
」に
比
べ
、料
金
が
安

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
用
途
は
、検
針
時
に
配
布
す
る

「
検
針
の
お
知
ら
せ
」に
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。住
宅
の
改
築
、増
築
等

を
行
う
場
合
は
用
途
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
10
月
開
講
】障
が
い
者
職
業
訓

練
生
募
集

問
浦
添
職
業
能
力
開
発
校　

☎  （
8
7
9
）2
5
6
0

　

沖
縄
県
で
は
、障
害
の
あ
る
人
の

働
き
方
を
支
援
す
る
委
託
訓
練
を

行
っ
て
い
ま
す
。

コ
ー
ス
名　
飲
食
店
ス
タ
ッ
フ
実

践
科　

定
員
３
人

委
託
先
機
関
合
同
会
社
A
I
C
O  

訓
練
場
所　
那
覇
市
旭
町
１
１
６

-

37
１
階R

isto
ra

n
te

A
IC

O
×

c
o

訓
練
期
間

10
月
１
日（
金
）～
12

月
28
日（
火
）【
３
か
月
間
】

募
集
期
間　
８
月
２
日（
月
）～
25

日（
水
）

費
用　
受
講
料
無
料（
保
険
料
・
テ

キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担
）

申
込
方
法　
住
所
地
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク（
浦
添
市
在
住
の
人
は
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
那
覇
）

子
育
て
・
教
育

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

問
沖
縄
県
教
育
庁
義
務
教
育
課

☎
（
8
6
6
）2
7
4
1

　

病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由

の
た
め
保
護
者
が
義
務
教
育
諸
学

校
に
就
学
さ
せ
る
義
務
を
猶
予
・
免

除
さ
れ
た
子
女
等
が
中
学
校
卒
業

程
度
の
学
力
が
あ
る
か
認
定
す
る

た
め
に
国
が
行
う
試
験
で
す
。合
格

者
に
は
高
等
学
校
へ
の
入
学
資
格

が
与
え
ら
れ
ま
す
。

試
験
日
時

10
月
21
日（
木
）

試
験
会
場　
沖
縄
県
庁
13
階
第
3

会
議
室

受
験
案
内
配
布
期
間

7
月
5
日

（
月
）～
9
月
3
日（
金
）に
市
教
育
委

員
会
、教
育
事
務
所
で
配
布
し
ま
す
。

願
書
受
付
期
間

9
月
3
日（
金
）

ま
で

出
願
方
法　
受
験
案
内
に
添
付
し

て
い
る
封
筒
を
使
用
し
、文
部
科
学

省
宛
て
に
書
留
で
郵
送（
9
月
3
日

の
消
印
有
効
）。

※
詳
し
く
は
市
ま
た
は
文
部
科
学

省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■第8期（令和3年度～5年度）の第1号被保険者介護保険料    
所得段階 対象者 負担割合 保険料月額（年額）

1,950円（23,400円）

前期との月額（年額）比較

①生活保護を受けている人
②住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している人
③住民税非課税世帯で本人の前年の合計所得金額＋
課税年金収入額の合計が80万円以下の人

80万円を超えて120万円以下の人

120万円を超える人

80万円以下の人

80万円を超える人

120万円未満の人

120万円以上210万円未満の人

210万円以上320万円未満の人

320万円以上420万円未満の人

420万円以上620万円未満の人

620万円以上820万円未満の人

820万円以上の人

本人の前年の合計所得金額＋
課税年金収入額の合計が

本人が住民税課税で
前年の合計所得金額が

住民税非課税世帯で
本人の前年の合計所得金額＋
課税年金収入額の合計が

第１段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

本
人
非
課
税

-75円（-900円）

2,470円（29,640円）

4,550円（54,600円）

5,850円（70,200円）

6,500円（78,000円）

7,800円（93,600円）

8,450円（101,400円）

9,750円（117,000円）

11,050円（132,600円）

12,025円（144,300円）

13,000円（156,000円）

13,975円（167,700円）

-97円（-1,160円）

-184円（-2,200円）

-242円（-2,900円）

-270円（-3,200円）

-317円（-3,800円）

-350円（-4,200円）

-875円（-10,500円）

-184円（-2,200円）

-492円（-5,900円）

-534円（-6,400円）

-917円（-11,000円）
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基準額×0.9
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基準額×1.3

基準額×1.5

基準額×1.7

基準額×1.85

基準額×2.0

基準額×2.15
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浦添市役所（代）☎（876）1234問問い合わせ先　☎　電話番号最新の情報は市ホームページでご確認いただくか、問い合わせ先へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント開催の可否、内容の変更などがある場合があります。




